
農林水産省からのお知らせ 

 

○ 植物防疫所及び動物検疫所では、入国者に対する植物・畜産物の持込み禁止に関する広

報、靴底消毒、携帯品及び国際郵便物の検査等を強化するとともに、各地でキャンペー

ン等の啓発活動を行うこととしています。 

○ 邦人旅行者の皆様も、引き続き円滑な動植物検疫措置に御協力をお願いいたします。 

 

（参考） 

〇植物防疫所ウェブサイト 

「よくあるご質問（海外からの持ち込み編）」 

https://www.maff.go.jp/pps/j/trip/oversea/faq/index.html 

「植物にも検疫が必要です（旅行者（携行品）」 

https://www.maff.go.jp/pps/j/trip/keikouhin.html 

「海外から野菜や果物を持ち込む際の規制」 

https://www.maff.go.jp/pps/j/search/ikuni/index.html 

 

○動物検疫所ウェブサイト 

「輸入動物検疫等に係るＦＡＱ」 

https://www.maff.go.jp/aqs/topix/FAQaboutAnimalQuarantine.pdf 

「家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために～海外へ旅行される方へのお願い～」 

https://www.maff.go.jp/aqs/topix/mizugiwa.html 

「肉製品などのおみやげについて（持ち込み）」 

https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html 


